
高齢者に関する医療保険制度の歴史  

○国民皆保険制度の実現（昭和36年4月）  

全ての国民が医療保険制度に加入する制度が発足   

昭和40年代に入ると、被用者保険被扶養者や国民健康保険の一部負担に関し、地方自治体において老人の自己負担  

の全部又は一部を公費で負担する措置が普及。   

※被用者保険被扶養者：5割給付  → 昭和48年～ 7割給付   

※国保：5割給付  → 昭和38年～ 世帯主7割給付  → 昭和42年～ 世帯員7割給付  

○老人医療費支給制度の創設（昭和48年1月）  

国として老人福祉法において老人医療費支給制度を創設   

・対象者  70歳以上の国保被保険者と被用者保険被扶養者。ただし、一定の所得制限あり。   

・支給内容  医療保険の自己負担金額（いわゆる無料化）   

・財  源  公費（負担割合は国：都道府県：市町村＝4：1：1）   

・実施主体  市町村長  

制度創設以降、老人の受診率、1件当たり医療費等の著しい伸びにより、老人医療費は急増。  

さらに、被用者が退職後に国民健康保険に移行することもあり、医療保険各制度間、特に被用者保険と国民健康保険  

間に老人の加入率の格差によって老人医療費の負担に著しい不均衡。   



○老人保健制度の創設（昭和58年2月）   

・対 象 者  70歳以上の者及び65歳以上の寝たきり老人   

・財源・給付 医療保険保険者からの拠出金、公費及び一部自己負担（定額）。（拠出金：公費＝7‥3）  

拠出金は、加入者按分と医療費按分（注）が1：1  

公費については、国と地方の公費負担割合は従前と同じ。（国：都道府県：市町村＝4：1：1）   

・実施主体  行政庁としての市町村長  

（注）加入者按分：各保険者の老人加入率が全保険者平均であると仮定した場合に負担すべき老人医療費に応じた負担額   

医療費按分：各保険者自身の老人医療費に応じた負担額   

老人保健制度の創設によっても、引き続き次の間題点が指摘されており、衆参両院の社会労働委員会における老人保  

健法案可決の際に附された附帯決議に基づき、退職者医療制度の創設が検討された。  

・被用者保険の高齢退職者は、退職後は国民健康保険に加入し、医療の必要性の高まる時期にかえって給付率が低下  

・その医療費は、他の国民健康保険加入者及び国庫が負担  

○退職者医療制度の創設（昭和59年1、0月）  

国民健康保険の被保険者のうち厚生年金等の被保険者期間が20年以上である者又は40歳以後の厚生年金  

等の被保険者期間が10年以上である者・これらの者の被扶養者  

退職被保険者は8割、被扶養者は外来7割・入院8割  

退職被保険者等の保険料と被用者保険の保険者等が財政力（総報酬）に応じて拠出する拠出金（国庫負担なし）  

国民健康保険の保険者たる市町村   

対象者  

・給  付  

・財  源  

・実施主体  



○その後の主な制度見直し（拠出金及び公責関係）  

＜老人保健制度＞  

①昭和62年1月 加入者按分率の引上げ等   

・加入者按分率を段階的に引上げ  

（平成2年に加入者按分率100％）   

・調整対象外医療費制度を導入  

＜退職者医療制度＞  

②平成4年1月 介護的部分の公費負担の引上げ  

・介護的部分の公費負担割合を引上げ（3割から5割へ）  

③平成7年4月 老人加入率の上限及び下限の見直し等  

・老人加入率の上限を段階的に引上げ（平成9年に25％）  

・老人加入率の下限を引下げ（当面1．4％）  

・特別調整制度を導入（現行の負担調整制度）  

・公費割合5割の医療を拡大  

○平成10年6月 退職被保険者等の老人医療拠出金負担の見直し   

・退職者分の1／2を退職者制度で負担  

④平成10年6月 老人加入率の上限の引上げ  

・老人加入率の上限を引上げ（平成10年に30％）  

〔平成12年4月 介護保険制度の導入〕  

・公費負担割合の統一（3割）  

○平成14年10月 退職被保険者等の老人医療拠出金負担の見直し   

・退職者分全額を退職者制度で負担   

⑤平成14年10月 老人加入率の上限の撤廃等  

・老人加入率の上限を撤廃  

・後期高齢者への施策の重点化の観点から対象年齢と公費割合を段  

階的に引上げ（平成19年に対象年齢75歳、平成18年に公費5割）  



老人保健制度における医療費の負担構造   

［医療保険者］  

（国保・被用者保険の保険者）   

［市町村］  

（老人保健制度の運営者）  

保険料の決定・徴収主  

体（医療保険者）と給付  

主体（市町村）が別  

高齢者  



0 75歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度を創設する。  

○ あわせて、65歳から74歳の前期高齢者については、退職者が国民健康保険に大量に加入し、保険者間で医療真の負担に   

不均衡が生じていることから、これを調整する制度を創設する。  

○ 現行の退職者医療制度は廃止する。ただし、現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までの間における65歳未   

満の退職者を対象として現行の退職者医療制度を存続させる経過措置を講ずる。  

＜現行（老人保健法）＞  ＜高齢者の医療の確保に関する法律＞  
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後期高齢者医療制度の運営の仕組み（平成20年度）  

075歳以上の後期高齢者については、その心身の特性や生活実態等を踏まえ、平成20年度に独立した医療制度を創設する。  

○財源構成は、患者負担を除き、公費（約5割）、現役世代からの支援（約4割）のほか、高齢者から広く薄く保険料（1割）を   

徴収する。  

○現役世代からの支援は、国保（約4，100万人）・被用者保険（約7，300万人）の加入者数に応じた支援とする。  

○ 後期高齢者の心身の特性等にふさわしい医療が提供できるよう、新たな診療報酬体系を構築する。  

＜対象者数＞ 75歳以上の後期高齢者 約1，300万人  
＜後期高齢者医療費＞11．9兆円（平成20年度概算要求ベース：満年度）   

給付費10．8兆円  患者負担1．1兆円  

（注1）現役並み所得者については、老人保健法と同様に公費負担（50％）はないため、実質的な公費負担率は46％、後期高齢者支援金の負担率  
は44％となる。  

（注2）国保及び政管健保の後期高齢者支援金について、各々50％、16．4％の公費負担があり、また、低所得者等の保険料軽減について公費負担  
があり、これらを含めた公費負担率は58％となる。   



事  務  連  絡  

平成18年9月13日  

都道府県老人医療主管課長 殿  

厚生労働省保険局   

高齢者医療制度施行準備室  

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の具体的内容について   

高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成18年政令第294号。以下「令」という。）  

が平成18年9月13日に公布され、平成20年4月1日から施行することとされたところ  

である。   

後期高齢者医療の事務のうち、被保険者の便益の増進に寄与するものとして市町村によ  

って処理される事務は、「高齢者の医療の確保に関する法律施行令の施行について」（平成  

1岳年9月13日保発第0913001号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知）記2におい  

て、各種申請・届出の受付や被保険者証の引渡し等のいわゆる窓口事務として通知したも  

ののとおりであるが、当該事務の具体的内容については、令の各号に規定する事務ごとに、  

別添のとおりとする予定である。   

なお、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）  

による省令委任事項（診療報酬に関するものを除く。）については、平成19年4月目途で  

厚生労働省令を制定する予定としており、当該省令において、別添中（6）の「法第54条第11  

項の規定により厚生労働省令で定める事項」、（7）の「法56条に規定する後期高齢者医療  

給付を行うための手続」及び（8）の「第111条の規定による保険料の減免又はその徴収の  

猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続」についても定めることとしている。当該  

省令に定められるこれらの事項及び手続の内容を踏まえ、これらの事項及び手続に関する  

事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして広域連合の処理する事務から除か  

れる事務、すなわち、別添中（6）、（7）及び（8）の「被保険者の便益の増進に寄与するもの  

として厚生労働省令で定めるもの」については、令第6号、第7号及び第8号の規定に基  

づき、平成19年4月目途で、厚生労働省令により定めることとしている。   

以上の点につき、貴都道府県内の市町村（特別区を含む。）及び後期高齢者医療広域連  

合設立準備委員会等に周知徹底を図られたい。  

＜照会先＞  

○厚生労働省保険局高齢者医療制度施行準備室  

代表 03－5253－1111（内線 3198）  
直通 03－3595－2090   



【別添】  

（1）高齢者の医療の確保に関する法律（以下‘「法」という。）第50条第2号の規定に   

よる認定に関する申請の受付（令第1号）   

・一定の障害の状態にある旨の認定に係る申請の受付  

（2）法第54条第1項の規定による届出の受付（令第2号）   

・被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項の届出の受付  

（3）法第54条第3項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証   

の引渡し並びに同条第8項の規定により交付される被保険者証の引渡し（令第3号）  

・被保険者証の交付（再交付を含む。）の申請の受付   

・被保険者証（制度施行時における交付、転入時等における随時交付及び再交付  

に係るものを含み、更新時における交付に係るものを除く。） 

・保険料の滞納についての特別の事情があると認められる場合の被保険者証の引  

渡し  

（4）法第54条第6項及び第9項の規定による被保険者証の返還の受付（令第4号）   

・√保険料を滞納している被保険者からの被保険者証の返還の受付   

・被保険者資格の喪失による被保険者証の返還の受付  

（5）法第54条第7項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し（令第5号）   

・被保険者資格証明書（以下「資格証明書」という．。）の引渡し  

（6）法第54条第11項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被   

保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの（令第¢号）   

・再交付後に見つかった返還されるべき被保険者証の返還の受付   

・ 資格証明書の再交付に係る申請の受付   

・保険料の滞納についての特別の事情に係る届出の受付   

・資格証明書の返還の受付   

・更新時の被保険者証の提出の受付   

・更新時の被保険者証の引渡し   

・更新時の資格証明書の提出の受付   

・更新時の資格証明書の引渡し  

（7）法第56条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被   

保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの（令第7号）  

・現役並み所毎者の基準収入額の適用に係る申請の受付   

・一部負担金の減免に係る申請の受付   



一部負担金の減免に係る革明書の引渡し   

療養費、特別療養費及び移送費の支給に係る申請の受付   

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に係る申請の受付   

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に係る申請の受付   

著しく長期にわたり継続して著しく高額な治療を要する疾病（以下「特定疾病」  

という。二Iの認定に係る申請の受付   

特定疾病の認定に係る証明書の引渡し   

特定疾病の認定に係る証明書の返還の受付   

特定疾病の認定に係る証明書の再交付の申請の受付   

低所得者の一部負担金に係る限度額の適用並びに食事療養標準負担額及び生活  

療養標準負担額の減額（以下「限度額適用・標準負担額減額」という。）の認定に  

係る申請の受付   

限度額適用・標準負担額減額の認定に係る証明書の引渡し   

限度額適用・標準負担額減額の認定に係る証明書の返還の受付   

限度額適用・標準負担額減額の認定に係る証明書の再交付の申請の受付   

葬祭費の支給・葬祭の給付に係る申請の受付   

給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合の被保険者からの届出  

の受付  

（8）法第111条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険   

料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとし   

て厚生労働省令で定めるもの（令第8号）   

・ 保険料の減免に係る申請の受付   

・保険料の徴収猶予に係る申請の受付   

・ 加入日の前日において被用者保険の被扶養者であった被保険者からの保険料の  

減額賦課に係る申請の受付  

（9）前各号に掲げる事務に付随する事務（令第9号）  

（1）から（8）までの規定に関する相談・照会への対応   

・ 受付をした申請・届出jこ係る書類並びに返還された被保険者証及び資格証明書  

の広域連合への送付   



後期高齢者医療財政の概要（案）  

医療給付費等総額：10．8兆円  

（注）平成20年度概算要求ベース（満年度）  

都道府県単位の広域連合  
50％  50％  

国調整交付金  

（8％）※   

0．8兆円   

財政安定化基金  
調整交付金（国）  

○保険料未納リスク、給付増リスク等によ  
る後期高齢者医療広域連合の財政影響に対  
応するため、国・都道府県・広士或連合（保  

険料）が1／3ずつ拠出して、都道府県に  
基金を設置し、貸付等を行う。  

事業規模 2，000億円程度  

○普通調整交付金（全イ本の9／10）   

広域連合間の被保険者に係る所得の格  
差による財政力の不均衡を調整するた  
めに交付する。   

○特別調整交付金（全イ本の1／10）   

災害その他特別の事情を考慮して交付  
する。  

支援金  

（40％）※   

4．7兆円  
定率国庫負担   

（25％）※  

2．5兆円  高額医療費に対する支援  

○高額な医療費の発生による後期高齢者  
医療広域連合の財政リスクの緩和を図る  
ため、レセプト1件当たり80万円を超  
える医療費の部分について、国及び都道  
府県が1／4ずつ負担する。   

事業規模  980億円程度  定率都道府県負担  

（8％）※  

0．8兆円  
特別高額医療費共同事業  

○著しい高額な医療費の発生による財政影  
響を緩和するため、各広域連合からの拠出  
金を財源として、レセプト1件当たり40  
0万円超の医療費の200万円起の部分に  
ついて、財政調整を行う。  

事業規模 19億円程度  

※  現役並み所得者については、公費負担（50％）がなされないため、実際の割合は50％と異なる。  
※※ 国保及び政管健保の後期高齢者支援金には、別途各々50％、16．4％の公費負担がある。   
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各都道府県における広域連合の設立について  

（平成19年3月30日現在）   



後期高齢者医療制度施行までのスケジュール（案）  

地方議会の日程   スケジュール  

H187  都道府県部局長説明会（於 厚生労働省）  

市町村部課長説明会（於 各都道府県）  

H189   9月議会   準備委員会設置  
都道府県担当課長及び準備委具会事務局長会議（於 厚生労働省）  

都道府県、市町村による規約の事前協議   

1ノ巨）戎梢ンく    ＝；：裁漬羞溢宗＝；三；；さ；＝＝さ；＝‡＝元㌻1   

付メさ．  

市町村の協議により規約を定める   

H19．1  市町村から都道府県知事に対して申請  

都道府県知事の設置許可   

H19．2   2月議会   広域連合長選挙  

市町村議会（広域連合議会議員選挙（間接選挙の場合）、H19年度分賦金）  

H19．3  広域連合議会「・組鱒、へ軍、給与、 
＿ 

6月議会  

H19．7  保険料設定の事前準備〔 
整理 

〕  

さ翔 …尉ほ棄誇）＝－＝モく＝く鼠況弱‘く1ガ、川払ジ、監守＝追号簑＝わ＝亭＝rr、H￥し  
＝＝字′ハmン  もj・JJを域消沼耳鼻■きこ’      ク11Jヒへく＝ふ甘ミ′   

拳≡箋裏話苺耕    「批雛≡＝と挙髄整増妻毒≠                             ご芸…ゴ≡i；≡ ■㍍‘”  
保険料賦課決定、  
特別徴収のために社会保険庁への情報提供  

H204  施 行  

※地域の実情に応じて、変更があり得る。  




